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マイナポータルの運用開始について 

１ マイナポータルとは 

マイナンバー制度を推進するため国が設けた個人用ポータルサイトで、情報開示

や電子申請機能などのオンラインサービスが受けられる。主な機能は以下のとおり。 

①自己情報表示 

行政機関等が保有する自分の税情報や年金の支払い状況などを検索して確認 

することができる。 

②情報提供等記録表示 

マイナンバー利用事務で手続きに必要な税情報など、行政機関同士が情報連携

した履歴を確認することができる。 

③お知らせ 

地方公共団体から配信される予防接種などのお知らせを受信することができる。 

④サービス検索・電子申請機能 

子育てに関する手続きなどのサービスの検索やオンライン申請（子育てワンス

トップサービス等）ができる。 

⑤公金決済サービス 

マイナポータルからネットバンキング（ペイジー）やクレジットカードでの公

金決済が可能となる。 

※マイナポータル利用のためには、パソコンや ICカードリーダライタ、マイナ 

ンバーカードなどの用意が必要となる。ログインにはマイナンバーカードの利 

用者証明用電子証明書を利用する。 

  ※パソコンがない方のために、国から区へマイナポータルアクセス用端末が配備 

される予定。 

２ 子育てワンストップサービスとは 

  妊娠、出産、育児等に係る子育ての負担軽減を図るため、妊娠届や児童手当の認

定請求などの子育て関連の申請等について、マイナポータルを通じオンラインによ

る手続等が行なえるものである。なお、対象となる電子申請は別紙のとおり。 

３ スケジュール（予定） 

平成 29年 7月 マイナポータル試行運用開始 

平成 29年秋頃 マイナポータル本格運用開始 

  ※試行期間中における電子申請、行政機関間の情報連携については、申請書や証

明書類は紙媒体との併用となる。 

４ 区の対応 

 （１）子育てワンストップサービスの電子申請サイトを運営するサービス事業者

（LGWAN-ASP）を通じ、申請を受理する。 

 （２）区民周知方法については、広報紙6月2１日号にて特集記事を掲載する他、 

区ホームページでの案内、窓口へのチラシ設置を行う。 
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（参考イメージ）マイナポータル メインメニュー画面 

 ・個別アカウントを登録し、ログインした後の画面 



別紙

制度 所管 手続き名 開始時期

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定の請求

児童手当等の額の改定の請求及び届出

氏名変更／住所変更等の届出

受給事由消滅の届出

未支払の児童手当等の請求

児童手当等に係る寄附変更等の申出

受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出

児童手当等の現況届 平成30年6月

支給認定の申請

保育施設等の利用申込

保育施設等の現況届

ひとり親支援
子ども家庭支援課
医療助成係

児童扶養手当の現況届 平成30年7月

妊娠の届出

事前アンケート

子育てワンストップサービスで電子申請の対象となる手続き

児童手当

保育

母子保健

子ども家庭支援課
児童手当係

保育課

健康課

試行：平成29年7月

本格運用：平成29年秋

試行：平成29年7月

本格運用：平成29年秋

試行：平成29年9月

本格運用：平成29年秋
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